
【
各
論
】

島
津
家
文
書
に
み
る
家
訓
と

　
　
　
「
武
家
諌
懲
記
」
「
諌
懲
記
後
正
」

と
の
関
わ
り
を
考
察
す
る

加
藤
　
純
子

た
教
訓
と
覚
と
の
関
連
性
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
島
津
家
家
訓
に
つ
い
て
は
、
「
鹿
児
島
県
史
料
　
薩
摩
藩
法
令
史
料
集
一
」

を
参
考
に
し
た
。
な
お
以
下
の
文
中
に
あ
る
御
代
々
仰
出
、
御
教
訓
之
条
々
、

覚
、
武
家
諌
懲
記
付
属
教
法
の
巻
人
主
之
緋
、
臣
下
之
緋
の
数
字
の
一
部
は
、

便
宜
上
書
き
な
お
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
は
じ
め
に
、
島
津
義
久
の
仰
出
を
検
討
す
る
。
こ
の
時
代
に
は
、
ま
だ
↓
連

の
「
大
名
評
判
記
」
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
「
島
津
家
歴
代
制
度
　
巻
之
二
」

で
「
御
代
々
仰
出
」
と
し
て
最
初
に
登
場
す
る
の
が
以
下
の
家
訓
で
あ
る
。

は
じ
め
に

1

御
代
々
仰
出
　
　
義
久
公
御
代

9
」
1

　
「
大
名
評
判
記
」
と
よ
ば
れ
る
諸
本
は
、
ど
の
よ
う
な
目
的
を
も
つ
て
書
か

れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
幕
藩
体
制
下
に
お
け
る
諸
大
名
を
様
々
な
観
点
か

ら
調
べ
、
論
評
し
、
そ
れ
を
評
定
の
基
準
と
な
る
資
料
と
し
て
用
い
る
、
さ
ら

に
ま
た
、
諸
藩
の
大
名
に
読
ま
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
藩
の
治
世
に
役
立
た
せ
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　
最
終
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
こ
の
、
「
大
名
評
判
記
」
と
よ
ば
れ
る
諸
本
が
、
実

際
に
当
時
の
大
名
に
読
ま
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
を
調
べ
て
み
た
い
と
考
え
た
。

　
若
尾
政
希
氏
に
よ
れ
ば
、
「
武
家
評
判
記
」
（
仮
称
）
の
諸
本
の
系
統
に
つ
い

て
、
年
代
順
に
並
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

堪
忍
記
（
武
家
堪
忍
記
力
）
－
－
－
－
武
家
勧
懲
記
－
－
一
武
家
諌
懲
記
…
－
武
家
諌
懲
記

至
正
（
諌
懲
記
後
正
力
）
ま
た
、
『
「
大
名
評
判
記
」
調
査
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の

う
ち
「
武
家
葦
北
記
」
は
蓬
左
文
庫
、
丸
山
文
庫
に
、
「
諌
言
記
後
天
」
は
仙
台

伊
達
家
、
福
井
市
立
松
平
文
庫
、
盛
岡
市
中
央
図
書
館
な
ど
に
所
蔵
さ
れ
て
い

る
。　

そ
こ
で
、
武
家
文
書
と
し
て
著
名
な
薩
摩
藩
島
津
家
文
書
（
註
1
）
の
な
か

に
、
「
大
名
評
判
記
」
の
内
容
と
関
連
の
あ
る
記
述
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
た
。
そ
れ
で
は
延
宝
三
年
の
「
武
家
諌
懲
記
」
と
元
禄
十
四
年
の
「
諌
懲
記

後
丸
」
の
内
容
と
、
島
津
家
文
書
に
あ
る
慶
長
時
代
か
ら
元
禄
時
代
に
書
か
れ

　
　
　
書
い
た
人
物
　
島
津
義
久
（
天
文
二
年
：
慶
長
十
六
年
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
督
相
続
者
は
、
弟
義
弘
の
三
子
家
島
）

　
　
作
成
年
次
　
　
不
明

1
　
百
姓
ヲ
ア
ハ
レ
ヒ
（
ム
）
憲
法
タ
ル
ヘ
キ
事
、
民
ノ
飢
寒
ヲ
ヲ
モ
イ
、
苦

　
　
悩
貧
富
ヲ
シ
ル
ヘ
シ
、

2
　
屋
作
（
造
り
）
ヲ
結
構
ス
ル
事
イ
ニ
シ
ヘ
ノ
賢
王
フ
カ
ク
是
ヲ
キ
ン
ス

3
　
治
罰
ヲ
ウ
ス
カ
ラ
シ
メ
テ
勧
賞
ヲ
ア
ツ
ク
ス
ヘ
キ
事
、

4
　
民
ノ
耕
作
ノ
イ
ト
マ
ヲ
守
（
モ
ツ
）
テ
メ
シ
ツ
カ
フ
ヘ
キ
事
、

5
　
民
ノ
利
ヲ
本
ト
シ
テ
私
シ
ノ
利
ヲ
タ
シ
ナ
ム
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事
、

6
　
民
ノ
利
ヲ
先
ト
シ
テ
ヲ
ノ
レ
ノ
（
カ
）
利
ヲ
次
ニ
ス
ヘ
キ
事
、

7
　
ホ
シ
イ
マ
＼
二
輪
ノ
物
ヲ
取
ヘ
カ
ラ
ス
、
民
（
ノ
）
マ
ツ
シ
キ
時
下
君
財

　
　
ナ
シ
、
タ
ト
へ
山
回
タ
ル
木
ノ
本
（
根
）
ノ
如
シ
、
民
町
君
ノ
財
ナ
リ
、

　
　
忽
緒
（
諸
）
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事
、

8
　
人
ノ
心
ヲ
ヤ
シ
ノ
（
ナ
）
フ
ヲ
以
テ
情
ト
ス
、
春
属
ヲ
カ
ヘ
リ
ミ
ル
ヘ
キ

　
　
事
、

9
　
威
勢
ヲ
モ
ツ
テ
人
ヲ
（
空
白
）
時
、
其
身
ヲ
シ
タ
カ
ユ
レ
共
心
ハ
シ
タ
カ

　
　
ク
事
有
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事
（
ナ
リ
）
、

1
0
　
下
ラ
ウ
（
腰
）
ノ
ト
カ
ヲ
イ
フ
ヘ
カ
ラ
ス
、
下
寺
ノ
無
礼
ヲ
イ
フ
ヘ
カ

　
　
ラ
ス
、

卜2
2
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1
一
　
サ
ン
ケ
ン
ト
遅
蒔
ト
ヲ
用
ヘ
カ
ラ
ス
、
虚
言
中
言
ヲ
信
用
ス
ヘ
カ
ラ
サ

　
　
　
ル
事
、

1
2
　
我
ア
ヒ
ス
ル
者
ナ
リ
ト
イ
フ
土
ハ
科
ア
ラ
バ
罰
ス
ヘ
シ
、
我
ニ
ク
ム
（
モ

　
　
　
ノ
）
ナ
リ
ト
イ
フ
ト
モ
君
二
軍
ア
ラ
バ
賞
ヲ
行
ヘ
キ
也
、

1
3
　
家
ヲ
冶
ム
ル
ポ
ト
ノ
者
ハ
国
ヲ
治
ヘ
シ
、
タ
＼
民
ヲ
憐
ム
者
ヲ
モ
ツ
テ

　
　
　
君
ノ
器
ト
ナ
ス
ヘ
キ
事
（
ナ
リ
）

1
4
　
人
は
罵
言
善
誘
ス
ル
ト
モ
ウ
ケ
ト
リ
テ
コ
レ
ヲ
餐
ム
ヘ
カ
ラ
ス
、

1
5
　
隠
密
ニ
シ
テ
ハ
ツ
カ
シ
キ
事
（
ハ
）
是
ヲ
ナ
ス
ヘ
カ
ラ
ス
、
人
ノ
眼
天

　
　
　
ニ
カ
カ
ル
事
、

1
6
　
独
言
ナ
リ
ト
イ
フ
ト
モ
比
興
ノ
コ
ト
葉
ハ
ツ
コ
フ
ヘ
カ
ラ
ス
、
人
ノ
耳

　
　
　
一
番
ニ
ツ
ク
事
、

1
7
　
利
ロ
ヲ
云
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事
、

1
8
　
古
キ
ホ
ゥ
ク
ヨ
ム
ヘ
カ
ラ
ス
、
人
ノ
文
ヲ
置
ヲ
取
テ
コ
レ
ヲ
見
ヘ
カ
ラ

　
　
　
ス
、

1
9
　
ア
シ
キ
若
タ
ウ
是
ヲ
ツ
コ
ウ
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事
、

2
0
　
ア
シ
キ
友
ニ
マ
シ
ハ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事
、

以
上
二
十
ケ
条
此
旨
ヲ
守
テ
殊
二
人
ヲ
成
敗
（
人
）
也
、

　
こ
の
家
訓
に
は
「
1
　
百
姓
ヲ
ア
ハ
レ
ヒ
（
フ
）
憲
法
タ
ル
ヘ
キ
事
、
民
ノ

飢
寒
ヲ
ヲ
モ
イ
、
苦
悩
貧
富
ヲ
シ
ル
ヘ
シ
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
民
と
い
う
文

字
が
実
に
七
つ
の
条
文
に
使
わ
れ
て
い
る
。
殊
に
「
1
3
　
家
ヲ
冶
ム
ル
ポ
ト

ノ
者
ハ
国
ヲ
治
ヘ
シ
、
タ
＼
民
ヲ
憐
ム
者
ヲ
モ
ツ
テ
君
ノ
器
ト
ナ
ス
ヘ
キ
事
（
ナ

リ
）
」
と
い
う
条
文
に
、
島
津
家
を
大
藩
へ
と
興
隆
さ
せ
、
苦
難
を
耐
え
た
義
久

の
器
量
が
顕
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
小
澤
富
夫
氏
は
、
「
義
久
の
七
十
九
年
に
わ
た
る
生
涯
は
、
戦
国
後
半
期
の
信

長
・
秀
吉
に
よ
る
天
下
統
一
の
時
期
、
九
州
南
端
の
一
守
護
大
名
か
ら
七
十
三

万
余
石
を
領
す
る
大
藩
に
躍
進
す
る
苦
難
の
一
生
で
あ
っ
た
。
義
久
の
こ
う
し

た
戦
国
大
名
と
し
て
の
体
験
は
、
『
教
訓
』
に
も
明
確
に
示
さ
れ
て
お
り
、
簡
潔

に
し
て
明
快
な
廿
ケ
条
で
構
成
さ
れ
、
家
臣
・
領
民
の
上
に
立
つ
べ
き
藩
主
た

る
者
の
心
得
が
語
ら
れ
て
い
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
、
義
久
の
後
継
者

で
あ
る
島
津
摺
足
の
教
訓
を
検
討
す
る
。
「
島
津
家
歴
代
制
度

光
訓
と
し
て
ま
ず
登
場
す
る
の
が
以
下
の
教
訓
で
あ
る
。

2
．
島
津
家
久

1
5
　
御
教
訓
之
条
々

巻
之
一
」
で
御

　
作
成
年
次
　
　
寛
永
十
一
年
十
一
月
二
十
八
目
（
西
暦
1
6
3
4
年
）

　
書
い
た
人
物
　
島
津
家
久
（
忠
恒
）
（
天
正
四
年
－
一
寛
永
十
五
年
）

　
　
　
　
　
義
弘
の
三
男
、
戦
国
大
名
と
し
て
の
地
盤
を
築
い
た
島
津
忠
良

　
　
　
　
　
の
ひ
孫
、
兄
義
久
に
男
児
が
な
く
後
継
者
と
な
る
。
叔
父
の
家

　
　
　
　
　
久
と
同
姓
同
名

　
相
手
　
　
島
津
久
直
　
　
北
郷
式
部
太
輔
久
直
（
家
鼠
の
三
男
）

教
訓
内
容

　
　
従
　
中
納
言
（
島
津
家
久
）
様
北
郷
式
部
太
輔
久
直
へ
御
教
訓
之
条
々

12345678

知
行
高
一
万
石
二
付
、
出
陣
ノ
時
ハ
馬
二
十
騎
宛
之
賦
ニ
テ
候
、
然
ハ

其
方
知
行
応
三
万
石
候
ヘ
ハ
、
以
下
略

飼
犬
十
疋
ヨ
リ
上
ハ
可
為
停
止
事
、
孟
子
二
含
有
肥
肉
、
厩
有
肥
馬
、

民
有
飢
色
、
野
有
金
芋
、
此
率
獣
而
食
人
也
ト
候
事
、

大
事
ノ
出
物
有
之
儀
二
候
問
、
何
事
モ
心
ノ
儘
二
用
物
共
被
申
付
、
就

中
従
京
都
下
物
杯
過
分
有
之
儀
、
可
有
停
止
事
、

衣
裳
諸
細
工
方
有
為
マ
、
二
有
之
間
全
盛
、
君
子
ハ
憂
道
志
憂
心
（
貧
）

ト
雪
間
、
衣
裳
其
外
諸
道
具
等
ヲ
専
二
候
テ
、
下
々
ノ
二
君
皇
道
ノ
外

二
忌
事
、

雨
量
ク
管
掌
置
葛
藤
事
、

諸
±
被
召
仕
様
、
北
郷
殿
前
ヨ
リ
ノ
次
第
無
相
違
様
有
事
、
一
大
酒
可

為
停
止
事
、
（
旧
記
雑
録
に
よ
り
補
）

万
事
ヲ
被
差
置
、
自
然
弓
箭
ナ
ト
ノ
時
、
諸
人
ツ
カ
レ
ス
候
テ
用
二
立

詳
論
、
連
々
覚
悟
肝
要
二
候
、
北
郷
殿
跡
ヲ
減
等
訳
義
ハ
当
家
ノ
為
二

成
落
様
ニ
ト
ノ
儀
候
処
、
ム
サ
ト
北
郷
殿
家
中
ク
タ
ヒ
レ
行
候
ハ
、
其

方
不
覚
再
築
六
番
事
、

諸
士
下
々
二
到
マ
テ
、
自
然
罪
科
力
有
之
時
ハ
、
御
家
老
衆
滑
々
内
談
、

邑2
2

【



　
　
鹿
児
島
へ
被
申
越
、
其
上
ヲ
如
何
様
ト
モ
七
千
相
済
、
心
判
任
セ
ラ
レ

　
　
鹿
相
二
有
之
間
敷
事
、

9
　
氏
文
ヲ
専
二
可
被
心
掛
候
、
国
家
ヲ
治
ル
工
学
文
二
為
過
儀
有
間
敷
事
、

1
0
　
百
姓
共
棲
召
仕
様
、
稠
皆
無
之
様
二
可
被
入
念
候
、
百
姓
労
候
ヘ
ハ

　
　
寒
国
其
所
ナ
キ
カ
如
ク
成
事
、
従
上
古
到
今
眼
前
二
候
、
是
故
二
胡

　
　
語
ニ
モ
節
用
而
愛
人
使
民
以
時
ト
候
事
、

1
1
　
惣
別
百
姓
町
人
己
下
帯
ヲ
解
タ
ル
様
二
存
、
当
代
幾
久
ト
仰
候
テ
コ

　
　
ソ
家
モ
繁
栄
ニ
テ
可
目
出
度
候
、
自
然
左
様
ノ
儀
芝
蝦
、
下
々
苦
ミ
候

　
　
様
二
成
候
ハ
、
、
天
器
逃
問
敷
候
間
、
我
々
不
及
看
経
右
ノ
心
得
サ
へ

　
　
正
候
ハ
、
、
タ
ト
へ
祈
念
等
無
之
候
共
、
自
然
二
可
有
冥
加
誓
事
、

1
2
　
祈
念
モ
底
心
尊
ク
思
ヒ
磐
勲
二
有
之
候
コ
ソ
仏
神
之
守
モ
可
有
之
候
、

　
　
信
心
有
之
候
ト
テ
朝
タ
ハ
ケ
モ
ナ
ク
サ
レ
コ
ト
ノ
ヤ
フ
祈
念
祈
祷
モ
候

　
　
ハ
＼
、
却
テ
奇
特
有
之
間
敷
催
事
、

1
3
　
知
行
モ
国
モ
同
前
二
部
ヘ
ハ
、
其
主
人
ノ
心
持
ニ
ヨ
リ
人
ノ
多
少
有

　
　
之
由
、
古
文
二
相
見
得
候
、
其
主
人
心
持
能
候
へ
舌
人
多
出
来
候
、
心

　
　
持
斎
敷
候
へ
婦
人
退
候
、
就
中
武
家
ハ
人
置
無
官
候
テ
ハ
弓
箭
不
罷
成

　
　
事
二
色
、

1
4
　
身
持
軽
々
調
整
之
様
二
可
有
分
別
候
、
論
語
二
君
子
不
重
則
不
威
学

　
　
則
不
固
ト
見
へ
候
、
如
此
文
章
、
主
人
身
持
軽
々
品
書
へ
者
内
之
者
共

　
　
不
恐
候
、
五
人
三
人
召
仕
人
サ
へ
内
ノ
者
へ
恥
三
雲
ハ
ネ
ハ
、
何
事
ヲ

　
　
申
付
義
モ
不
調
候
、
況
や
一
郷
一
郡
ノ
主
人
ト
シ
テ
ハ
、
先
学
行
義
ヲ

　
　
笹
二
候
テ
コ
ソ
下
々
モ
其
体
ヲ
見
習
可
然
道
二
可
入
候
、
気
任
二
分
別

　
　
候
テ
ハ
諸
事
相
調
間
敷
候
、
天
下
ハ
天
下
ノ
天
下
也
、
非
一
人
ノ
天
下

　
　
ト
有
之
事
、
（
県
立
図
書
館
本
則
ヨ
リ
補
）

　
　
右
条
々
堅
可
相
恩
、
北
郷
家
繁
栄
ニ
テ
当
家
へ
応
諾
抽
忠
節
覚
悟
可
為

　
　
肝
要
者
也
、

　
上
記
の
家
久
の
教
訓
は
分
家
を
継
ぐ
北
郷
久
直
に
対
し
て
、
贅
沢
を
戒
め
、

行
い
を
正
し
く
し
、
諸
士
に
罪
科
が
有
る
時
は
家
老
等
と
能
々
相
談
し
て
本
家

へ
申
越
し
て
か
ら
決
め
る
よ
う
に
等
、
細
々
と
し
た
教
訓
を
与
え
て
い
る
。
さ

ら
に
9
と
1
4
は
、
廻
文
（
学
問
）
を
心
懸
る
事
、
国
家
を
治
め
る
の
は
学
文

で
あ
り
、
行
儀
が
大
切
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
1
0
は
、
百
姓
に
対
し
て
厳
敷
無

き
様
に
と
述
べ
、
論
語
の
「
節
用
憎
愛
人
使
民
臨
時
」
を
引
用
し
て
い
る
。

　
続
い
て
「
島
津
家
歴
代
制
度
　
巻
之
二
」
の
、
屋
久
の
孫
、
光
久
（
大
隈
守
）

か
ら
、
後
継
者
で
あ
る
孫
の
島
津
綱
貴
（
松
平
薩
摩
守
）
へ
の
覚
を
見
て
み
よ

y
つ
。

3
．
島
津
光
久
か
ら
島
津
綱
貴
へ
の
覚

1
2
5

作
成
年
次
　
　
寛
文
七
年
七
月
二
六
日
（
1
6
6
7
年
）

1
　
湯
中
仕
置
可
読
申
付
ノ
旨
、
前
（
々
）
ニ
モ
申
入
侯
、
砂
被
入
念
（
尤

　
　
侯
）
、
稽
古
ノ
為
ニ
テ
侯
問
、
被
聞
達
無
遠
慮
可
被
申
出
侯
、
ト
テ
モ
大

　
　
方
二
有
之
侯
テ
ハ
　
（
問
）
以
来
国
家
ノ
仕
置
モ
如
何
二
流
間
、
半
々
可

　
　
有
史
意
得
平
、

2
　
仕
置
ノ
悪
夢
被
申
渡
時
分
ハ
幾
度
モ
家
老
中
へ
内
談
肝
要
二
侯
、
心
易

　
　
召
仕
侯
若
者
共
其
外
内
談
ノ
縁
取
ヲ
以
贔
屓
ケ
間
二
藍
儀
モ
可
有
之
侯

　
　
問
、
曾
テ
被
致
承
引
間
鋪
侯
、
万
事
卒
爾
二
無
之
三
際
被
相
心
得
事
、

3
　
諸
士
内
証
ノ
驕
（
遊
山
）
ケ
歯
黒
儀
、
其
外
無
作
法
無
上
様
二
被
申
付

　
　
肝
要
ノ
事
、

　
　
右
ノ
旨
、
入
念
差
引
可
被
申
付
侯
、
以
上
、

1
2
6

作
成
年
次
　
　
寛
文
七
年
七
月
二
六
日

1
　
五
節
句
並
毎
月
ノ
六
日
ニ
ハ
可
有
出
座
事
、

2
　
学
文
ノ
儀
可
為
（
専
）
肝
要
侯
、
第
一
国
家
ノ
仕
置
無
学
ニ
テ
（
ハ
）

　
　
行
当
事
自
而
己
有
之
者
ニ
テ
侯
問
連
々
可
有
其
心
得
侯
、
算
勘
ノ
儀

　
　
モ
簡
要
不
存
侯
（
二
）
テ
不
成
儀
ニ
テ
侯
間
、
不
楽
時
分
ハ
ケ
様
（
成
）

　
　
ノ
儀
為
存
者
ヲ
モ
召
謡
曲
（
被
為
）
尋
聞
事
、

3
　
諸
士
武
芸
嗜
ノ
為
二
、
若
キ
者
共
弓
馬
兵
法
等
ヲ
モ
申
付
、
折
（
節
）

　
　
角
被
見
侯
ハ
、
、
何
モ
心
掛
自
楽
匠
嗜
侯
間
、
内
々
可
有
内
覚
悟
侯
、

餅2
2

｝



　
　
　
犬
追
物
稽
古
ノ
儀
モ
申
付
置
侯
、
是
モ
折
々
被
封
侯
テ
ハ
瞭
然
事
、

　
4
　
大
酒
ノ
儀
、
養
生
ノ
為
ニ
モ
悪
罵
君
王
、
曾
テ
無
用
二
侯
、
小
心
ニ
テ

　
　
　
一
ツ
ニ
ツ
ツ
＼
ハ
苦
間
鋪
侯
、
是
ト
テ
モ
毎
日
ハ
可
為
無
用
侯
、
不
過

　
　
様
二
可
有
意
得
事
、

　
5
　
何
方
（
事
）
へ
（
二
）
モ
振
舞
二
被
越
儀
可
為
無
用
侯
、
肝
付
（
兼
屋
）

　
　
半
兵
衛
（
宿
）
量
切
外
相
定
轟
々
（
ハ
）
人
為
格
別
事
、

　
こ
の
覚
の
2
百
工
の
儀
、
4
大
酒
の
儀
は
、
寛
永
十
」
年
島
津
家
久
の
1
5

御
教
訓
之
条
々
の
9
と
6
の
一
と
関
連
が
あ
る
。

　
　
1
2
8

　
作
成
年
次
　
　
延
宝
三
年
九
月
二
八
日
（
1
6
7
5
年
）

　
1
　
宮
中
ノ
仕
置
、
此
己
後
弓
其
方
へ
万
事
被
承
可
被
申
付
之
（
候
）
、
第
一

　
　
　
諸
人
ノ
浮
沈
、
道
理
非
儀
ノ
分
、
善
悪
ノ
沙
汰
ハ
国
守
（
主
）
ノ
能
不

　
　
　
致
下
知
侯
テ
不
叶
儀
無
間
、
連
々
ノ
心
懸
言
為
肝
要
、
里
言
家
督
（
二
）

　
　
　
付
遠
慮
於
有
之
ハ
、
後
年
仕
置
（
二
）
可
撤
致
疑
（
疑
侯
）
之
間
、
柳

　
　
　
疎
意
有
（
之
）
間
刑
事
、

　
2
　
従
家
老
中
館
上
手
儀
ハ
如
常
並
衆
可
致
取
次
之
、
其
節
佐
多
内
記
使
衆

　
　
　
二
相
加
罷
出
、
使
衆
申
上
様
ノ
筋
相
違
無
之
様
二
可
仕
、
返
電
ノ
趣
二

　
　
付
、
内
記
存
寄
於
有
之
ハ
委
曲
被
聞
届
、
家
老
中
ヘ
ノ
（
モ
）
返
詞
可

　
　
被
申
聞
事
、

　
3
　
方
々
へ
振
舞
二
三
差
越
儀
可
為
無
用
、
国
主
何
レ
ヲ
モ
此
儀
遠
慮
有
之

　
　
　
子
細
口
上
二
（
可
）
相
達
之
侯
、
縦
錐
（
為
）
　
一
門
認
可
有
用
芋
窪
、

　
　
　
右
之
条
々
、
可
被
存
其
（
此
）
旨
、
委
曲
新
納
又
左
衛
門
口
上
可
申
上

　
　
　
ノ
間
、
可
有
髪
達
之
侯
、
以
上
、

　
1
2
9

　
　
　
　
作
成
年
次
　
　
延
宝
三
年
九
月
二
八
日

　
1
　
多
人
数
召
仕
（
候
）
儀
ハ
奉
公
人
（
之
）
善
悪
ヲ
能
不
（
存
）
知
侯
テ

　
　
ハ
不
叶
事
侯
、
召
仕
（
候
）
者
共
不
依
男
女
当
時
ノ
挨
拶
ニ
テ
気
二
入
侯

　
　
様
ニ
ト
計
仕
事
侯
ヘ
ハ
、
常
二
（
常
）
其
心
得
肝
要
二
侯
、
或
近
習
ノ
者

　
　
二
三
寄
リ
、
或
奥
方
ニ
タ
ヨ
リ
、
知
行
ヲ
望
扶
持
ヲ
貧
輩
有
之
事
態
間
、

　
　
此
旨
専
可
有
覚
悟
事
、

　
2
　
口
髭
裁
許
ノ
段
家
老
中
ヨ
リ
相
楽
（
候
）
ノ
刻
、
使
衆
法
上
（
侯
）
様

　
　
ノ
向
（
資
力
）
面
（
々
）
ニ
ヨ
リ
、
一
方
ヲ
平
様
二
小
成
儀
モ
可
有
之
、

　
　
又
伺
（
詞
）
ノ
所
（
早
々
品
力
）
面
々
ニ
ヨ
リ
非
ヲ
理
二
聞
、
理
ヲ
非
二

　
　
聞
誤
ル
事
モ
可
有
之
（
侯
）
間
、
心
ヲ
外
二
不
移
、
全
党
聞
届
、
其
上
ニ

　
　
テ
能
々
了
簡
（
下
二
）
候
テ
可
被
致
判
断
、
百
事
ノ
扱
細
密
二
朱
之
侯
へ

　
　
ハ
、
諸
人
恨
ヲ
含
、
不
致
帰
服
之
基
、
第
一
仕
置
之
蝦
瑛
二
（
テ
）
侯
問
、

　
　
専
要
二
可
古
意
得
、
候
、
三
息
思
推
三
（
九
）
思
一
言
之
語
（
悟
）
忘
却

　
　
有
間
旧
事
、

　
3
　
家
老
中
諌
言
ヲ
加
、
又
ハ
信
三
二
存
寄
ノ
旨
申
上
者
可
有
之
刻
、
回
気

　
　
二
指
当
、
無
興
侯
共
、
其
私
意
ヲ
押
へ
、
町
暉
二
請
付
聞
達
之
、
至
極

　
　
ノ
理
ニ
ヲ
ヒ
テ
日
用
之
、
道
理
二
不
当
儀
ハ
尤
可
隠
江
捨
之
（
候
）
、
主

　
　
人
気
二
入
国
ハ
人
々
申
上
ヤ
ス
ク
、
気
乱
逆
儀
ハ
申
（
上
）
兼
（
候
）
事

　
　
侯
問
、
少
（
々
）
ニ
チ
モ
異
見
ヲ
得
直
様
ニ
ト
可
被
心
得
、
毒
心
（
ノ
）

　
　
儘
二
仕
懸
儀
ハ
私
欲
ニ
テ
国
家
ヲ
亡
羊
（
候
）
媒
ト
慎
之
、
奮
励
当
心
二

　
　
不
立
乗
儀
ニ
チ
モ
国
家
ノ
仕
置
二
可
成
儀
ハ
勤
テ
可
被
行
之
、
欲
勝
義
則

　
　
亡
義
勝
欲
則
昌
之
語
二
可
被
着
心
、
当
家
数
十
代
相
続
（
候
）
ノ
儀
、
外

　
　
二
例
モ
無
届
出
盛
ノ
間
、
備
前
長
久
二
（
可
）
有
之
様
ニ
ト
被
存
、
仕
置

　
　
等
無
宮
様
二
士
テ
可
（
被
）
入
念
事
、
以
上
、

　
　
右
二
通
従
　
光
久
公
　
綱
貴
公
へ
被
仰
進
候
御
書
付
（
之
写
）

4
．
武
家
諌
懲
記
付
属
教
法
の
巻

　
島
津
光
久
か
ら
島
津
綱
貴
へ
の
覚
1
2
8
、
1
2
9
が
書
か
れ
た
延
宝
三
年

に
、
「
武
家
諌
懲
記
」
が
書
か
れ
て
い
る
。

以
下
は
、
武
家
諌
懲
記
付
属
教
法
の
巻
の
人
主
嗜
之
辮
と
臣
下
嗜
之
辮
の
要
約

で
あ
る
。

　
人
主
嗜
之
辮

　
作
成
年
次
　
延
宝
三
年

間
作
成
者
　
　
不
詳

臣2
3

一



　
天
下
国
家
之
司
タ
ル
人
常
々
可
被
心
懸
ハ
文
武
両
道
王
事
…
…
然
レ
ハ

　
先
文
ヲ
学
ン
テ
国
政
ヲ
行
ヒ
武
ヲ
備
ヘ
テ
乱
騒
ヲ
治
メ
ラ
レ
ヨ
故
二
文

　
武
両
道
ハ
左
右
手
足
或
ハ
車
ノ
ニ
輪
ノ
如
ク
…
：

　
五
常
慧
智
ヲ
以
テ
発
明
也
ト
ス
ヘ
シ
　
仁
儀
礼
智
信

　
武
門
二
生
レ
テ
ハ
（
文
武
）
此
ニ
ツ
ヲ
専
ラ
ニ
修
行
シ
テ
天
下
国
家
ノ

　
安
全
ヲ
行
フ
ヘ
シ

　
治
国
ノ
良
将
ハ
文
ヲ
先
ニ
シ
テ
武
不
忘

　
愚
将
ノ
行
跡

　
軍
法
ト
ハ
其
戦
二
監
ム
ニ
兼
テ
定
る
所
ノ
品
々
規
式
不
背
様
ニ
ス
ヘ
シ

ー
　
臣
諸
卒
民
百
姓
ヲ
専
ラ
可
憐
事

2
　
人
主
者
根
リ
ニ
物
好
ミ
不
可
有
事

3
　
人
主
ト
シ
テ
ハ
能
賢
臣
智
臣
ヲ
招
テ
諌
言
ヲ
受
テ
善
行
タ
ル
ヘ
キ
事

4
　
主
将
ト
シ
テ
ハ
賞
罰
ヲ
可
正
事

5
　
諸
司
位
ヲ
高
カ
ラ
ン
ト
願
フ
ヘ
カ
ラ
ス

6
　
天
下
之
主
将
或
ハ
一
国
一
城
ノ
司
タ
リ
ト
モ
道
ニ
ア
ラ
サ
ル
新
法
不

　
　
可
旧
事

臣
下
嗜
之
辮

1
　
臣
ト
シ
テ
ハ
四
二
仕
ル
ニ
忠
功
ヲ
尽
シ
国
家
安
全
ナ
ラ
シ
メ
ン
ト
専

　
　
可
諌
事

2
　
諸
人
君
ノ
寵
愛
人
ヲ
不
可
軒
昂

3
　
諸
人
共
二
孝
ヲ
以
テ
本
ト
ス
ヘ
キ
事

4
　
神
仏
ヲ
粗
略
ニ
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事

　
島
津
家
に
お
け
る
前
出
の
光
久
か
ら
孫
に
あ
た
る
綱
貴
へ
の
「
覚
」
と
、
「
武

家
諌
懲
記
付
属
教
法
の
巻
」
の
双
方
を
見
る
と
、
1
2
9
覚
に
は
、
「
武
家
諌
懲

記
付
属
教
法
の
巻
」
「
人
主
嗜
之
辮
」
の
要
約
と
関
連
の
あ
る
内
容
が
あ
る
。
ま

ず
1
2
9
の
一
は
、
「
人
主
嗜
之
耕
」
の
一
と
2
に
、
1
2
9
の
2
は
、
「
人
主

嗜
之
辮
」
の
4
と
、
1
2
9
の
3
は
、
「
人
主
嗜
之
辮
」
の
3
に
、
そ
れ
ぞ
れ
関

連
が
あ
る
。

　
最
後
に
、
「
島
津
家
歴
代
制
度
巻
之
四
」
元
禄
十
五
年
島
津
綱
貴
の
教
訓
之

条
々
を
見
て
み
よ
う
。

5
．
島
津
綱
貴
教
訓

2
0
0
　
教
訓
之
条
々

1
6
　
　
教
訓
之
条
々
　
　
（
大
玄
塾
舎
ヨ
リ
島
津
周

　
　
　
　
防
久
倫
へ
御
教
訓
）
　
同
じ
文
書

　
　
　
作
成
年
次
　
　
元
禄
十
五
年
六
月
二
五
日
（
1
7
0
2
年
）

　
書
い
た
人
物
　
　
島
津
綱
貴

　
相
手
　
　
島
津
又
八
郎
国
侍
（
二
男
）
　
一
門
の
家
臣
島
津
久
弼
（
ヒ
ツ
）

　
　
　
　
　
の
養
子
と
な
り
周
防
と
称
し
た
車
身
（
ト
モ
）
に
与
え
た
も
の

　
　
　
　
　
と
思
わ
れ
る
。
（
小
澤
富
夫
　
武
家
家
訓
・
遺
訓
集
成
　
P
．
5

　
　
　
　
　
2
5
）

教
訓
内
容
の
抜
粋

1
　
為
一
国
之
守
護
、
為
一
合
拳
（
将
）
主
、
行
国
政
撫
育
士
民
事
、
不
知

　
　
文
武
之
道
（
ハ
）
難
成
、
文
武
者
車
之
両
輪
、
鳥
之
両
翼
、
不
可
欠
事
、

2
　
志
（
者
）
諸
道
之
根
本
也
。
大
本
不
立
則
万
事
不
遂
故
、
先
志
可
堅
固

　
　
事
、

3
　
二
物
則
喪
志
、
是
聖
（
賢
）
人
之
格
言
也
、
況
於
専
遊
興
而
好
勝
負
事

　
　
秩
楽
而
耽
酒
色
乎
、
是
等
旧
事
曾
テ
不
為
之
事
、

4
　
忠
孝
愛
敬
者
人
性
（
姓
）
之
自
然
、
順
之
土
器
逆
之
則
亡
、
慎
以
可
順

　
　
其
性
（
姓
）
事
、

5
　
錐
一
日
空
不
可
過
、
少
壮
而
不
学
老
込
（
大
）
追
惜
悔
不
可
有
其
益
事
、

6
　
能
聞
諌
則
必
（
固
）
為
良
将
、
三
略
二
有
之
、
将
能
受
諌
（
言
）
能
採

　
　
言
云
々
、
実
能
可
皇
尊
事
、

7
　
以
臣
知
（
見
）
其
手
、
以
友
察
其
人
、
故
不
知
臣
下
之
善
悪
則
之
日
干

　
　
将
、
肖
者
先
能
弁
近
臣
之
邪
正
、
而
正
直
ノ
平
戸
（
貴
）
之
、
邪
曲
ノ

　
　
者
教
面
容
正
道
、
亡
君
師
之
道
也
、
如
此
則
何
日
俵
好
之
謀
哉
、
能
々

　
　
心
掛
肝
要
其
事
、

右
、
此
条
数
ハ
詞
少
シ
テ
錐
短
、
其
儀
ハ
則
広
遠
也
、
以
下
略
（
斜
文
）

b
2
3

「



　
鹿
児
島
県
史
料
　
薩
摩
藩
法
令
史
料
集
一
の
島
津
家
歴
代
制
度
巻
三
四
　
元

禄
文
化
　
御
代
々
仰
出
　
綱
貴
公
御
代
に
は
、
9
8
覚
、
1
9
9
覚
、
2
0
0

教
訓
之
条
々
、
2
0
1
覚
、
2
0
2
覚
、
2
0
3
御
判
、
2
0
4
御
袖
判
、

2
0
5
御
袖
判
、
2
0
6
写
、
2
0
7
覚
写
の
1
0
通
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。

上
に
あ
げ
た
の
は
そ
の
う
ち
の
2
0
0
教
訓
之
条
々
で
あ
る
。
内
容
を
見
る
と
、

1
、
2
、
3
、
4
、
5
、
6
ま
で
は
、
文
武
を
学
ぶ
こ
と
の
重
要
性
、
3
に
三

教
、
6
に
三
略
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
7
は
臣
や
友
を
見
れ
ば
そ
の
人
が
わ
か

る
。
臣
下
の
善
悪
を
知
る
べ
し
、
な
ど
具
体
的
な
内
容
で
あ
る
。
ま
た
患
畜
に

は
、
史
記
、
韓
非
子
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
教
訓
の
書
か
れ
た
時
、

又
八
郎
は
十
六
歳
で
あ
る
。

　
小
澤
富
夫
氏
は
、
「
教
訓
の
内
容
は
、
『
書
経
』
『
史
記
』
な
ど
を
引
用
し
た

簡
潔
な
条
文
で
、
藩
主
の
子
と
し
て
人
の
上
に
立
つ
べ
き
者
の
志
と
心
得
が
説

か
れ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
後
半
の
島
津
家
の
家
譜
を
述
べ
、
島
津
家
へ
の
『
忠

孝
之
道
中
、
武
将
之
器
』
と
な
る
べ
き
こ
と
を
教
訓
の
主
眼
と
し
て
い
る
」
と

述
べ
て
い
る
。
な
お
、
1
9
8
　
覚
、
1
9
9
　
覚
は
、
「
諸
事
用
倹
約
」
「
此

の
節
倹
約
ノ
儀
」
な
ど
、
当
時
の
藩
財
政
が
き
わ
め
て
苦
し
い
状
態
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
又
人
郎
へ
の
教
訓
に
は
、
元
禄
十
四
年
に
書
か
れ

た
「
諌
叢
記
後
序
」
の
な
か
の
大
名
評
価
（
表
1
）
と
の
類
似
点
が
、
つ
ぎ
の

よ
う
に
見
ら
れ
る
。

6
．
「
諌
懲
記
較
正
」
の
綱
貴
の
評
価
　
　
（
表
1
参
照
）

　
「
太
守
国
主
ノ
身
ト
シ
テ
文
道
ノ
心
懸
ナ
キ
ハ
一
輪
一
翼
ニ
テ
飛
行
セ
ン
ト

欲
ス
ル
ニ
等
シ
ク
片
道
タ
リ
」
こ
れ
は
、
島
津
書
志
教
訓
　
2
0
0
教
訓
之
条

々
「
1
．
為
一
国
之
守
護
為
一
郡
之
主
、
行
国
政
撫
育
士
民
事
、
不
知
文
武
之

青
島
成
。
文
武
車
之
両
輪
、
鳥
之
両
翼
不
可
欠
闘
事
。
」
と
同
じ
。
　
ま
た
、
「
武

家
諌
懲
記
付
属
教
法
の
巻
の
人
主
嗜
之
辮
」
の
「
天
下
国
家
宮
司
タ
ル
人
常
々

下
身
心
懸
ハ
文
武
両
道
之
事
…
…
然
レ
出
先
文
ヲ
学
ン
テ
国
政
ヲ
行
ヒ
武
ヲ
備

ヘ
テ
乱
騒
ヲ
治
メ
ラ
レ
ヨ
墜
下
文
武
両
道
ハ
左
右
手
足
或
ハ
車
ノ
ニ
輪
ノ
如
ク

：
・
・
」
も
、
島
津
綱
貴
教
訓
　
2
0
0
教
訓
之
条
々
1
と
同
じ
で
あ
る
と
い
え

る
。

「
行
跡
穏
和
・
家
国
ノ
政
道
宜
シ
ク
…
…
家
士
二
哀
憐
シ
民
二
施
ス
」
こ
れ
も
、

同
じ
く
一
．
に
含
ま
れ
て
い
る
。
綱
貴
は
、
良
、
善
将
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　
「
武
家
諌
懲
記
」
は
延
宝
三
年
に
、
「
諌
懲
記
訂
正
」
は
元
禄
十
四
年
に
書
か

れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
外
様
大
名
薩
摩
藩
島
津
家
に
お
い
て
大
名
自
ら
が
指
示

し
て
作
成
さ
れ
た
四
例
の
「
家
訓
」
と
、
こ
の
二
つ
の
「
大
名
評
判
記
」
と
の

関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
試
み
た
。
義
久
の
訳
出
は
、
簡
潔
に
し
て
明

快
な
廿
ケ
条
で
構
成
さ
れ
、
家
臣
・
領
民
の
上
に
立
つ
べ
き
藩
主
た
る
者
の
心

得
が
語
ら
れ
て
い
る
。
寛
永
十
一
年
忌
家
久
の
教
訓
は
、
島
津
久
直
に
、
贅
沢

を
戒
め
、
行
い
を
正
し
く
し
、
諸
士
に
罪
科
が
有
る
時
は
家
老
と
冷
々
相
談
し

て
本
家
へ
申
越
し
て
か
ら
決
め
る
よ
う
に
等
、
親
身
に
細
々
と
し
た
教
訓
を
与

え
て
い
る
。
さ
ら
に
9
は
学
文
（
学
問
）
を
心
懸
る
事
、
国
家
を
治
め
る
の
は

学
文
で
あ
る
事
、
ま
た
1
0
は
百
姓
に
対
し
て
厳
し
く
無
き
様
に
と
延
べ
、
論

語
の
「
節
用
而
愛
人
使
民
往
時
」
を
引
用
し
て
い
る
。

　
延
宝
三
年
に
「
武
家
諌
懲
記
」
が
書
か
れ
、
同
年
島
津
家
で
は
光
久
か
ら
孫

の
綱
貴
へ
の
「
覚
」
1
2
8
、
1
2
9
が
書
か
れ
て
い
る
。
1
2
9
覚
に
は
、

「
武
家
諌
懲
記
付
属
教
法
の
巻
」
「
人
主
嗜
之
辮
」
の
要
約
と
関
連
の
あ
る
内
容

が
あ
る
。
ま
ず
1
2
9
の
一
は
、
「
人
主
嗜
之
辮
」
の
一
と
2
に
、
1
2
9
の
2

は
、
「
人
主
嗜
之
辮
」
の
4
と
、
1
2
9
の
3
は
、
「
人
主
嗜
之
緋
」
の
3
に
そ

れ
ぞ
れ
関
連
が
あ
る
。

　
元
禄
十
五
年
に
書
か
れ
た
島
津
綱
貴
教
訓
に
は
、
延
宝
三
年
の
「
武
家
濁
酒

記
付
属
教
法
の
巻
」
「
人
主
嗜
之
鮮
」
と
、
ま
た
元
禄
十
四
年
の
「
諌
懲
記
後
正
」

の
大
名
評
価
と
も
通
じ
る
箇
所
が
あ
る
。
表
1
の
「
諌
懲
記
後
正
」
の
無
情
の

評
価
中
に
あ
る
「
太
守
国
主
ノ
身
ト
シ
テ
文
道
ノ
心
懸
ナ
キ
ハ
一
輪
一
翼
ニ

テ
飛
行
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ニ
等
シ
ク
片
道
タ
リ
」
と
、
島
津
綱
貴
教
訓
の
「
1
．

為
一
国
之
守
護
為
一
郡
三
主
、
行
国
政
撫
育
士
民
事
、
不
知
文
武
之
道
配
信
。

狂2
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文
武
車
回
両
輪
、
鳥
之
両
翼
不
可
欠
旧
事
。
」
は
、
文
武
の
双
方
を
学
ぶ
こ
と
が

大
切
で
あ
る
と
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
延
宝
三
年
の
光
久
の
「
覚
」
に
は
「
武
家
諌
懲
記
」
と
関
連

の
あ
る
内
容
が
あ
り
、
ま
た
元
禄
十
五
年
の
綱
貴
の
「
教
訓
」
に
は
、
「
武
家
諌

懲
記
付
属
教
法
の
巻
」
「
人
主
嗜
之
辮
」
、
「
諌
懲
記
後
正
」
と
同
じ
表
現
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
具
体
的
な
内
容
は
、
義
久
の
「
御
代
々
仰
出
」
、

家
久
の
「
御
教
訓
之
条
々
」
、
光
久
の
「
覚
」
1
2
5
、
1
2
6
に
は
見
ら
れ
な

い
。　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
武
家
諌
下
記
」
と
「
下
血
記
後
正
」
等
の
「
大
名
評
判

記
」
が
、
島
津
家
に
お
い
て
読
ま
れ
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
二
つ
の
大
名
評
判
記
は
、
島
津
家
に
お
い
て
単
に
読
ま
れ
る

だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
規
範
の
内
容
が
家
訓
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
、
と
い

う
貴
重
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

【
注
】

（
1
）
「
島
津
家
文
書
」
薩
摩
藩
主
島
津
家
重
代
相
伝
の
文
書
。
東
大
史
料
編
纂

所
の
特
殊
文
庫
本
と
し
て
島
津
家
よ
り
昭
和
三
十
年
－
三
十
二
年
受
入
れ
。
総

数
一
万
五
千
点
。
わ
が
国
に
お
け
る
武
家
文
書
の
白
眉
と
い
わ
れ
る
。
元
禄
九

年
の
大
火
や
西
南
戦
争
等
で
焼
失
し
た
も
の
が
多
い
。
（
国
史
大
辞
典
7
よ
り
抜

粋
）参

考
文
献

　
鹿
児
島
県
史
料
　
薩
摩
藩
法
令
史
料
集
一

　
小
澤
富
夫
　
　
「
武
家
家
訓
・
遺
訓
集
成
」

　
　
　
　
　
　
平
成
十
六
年

ぺ
り
か
ん
社
　
2
0
0
3
年

1
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行
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